
亀田郷土地改良区だより 平成24（2012）年10月１日　⑷第　113　号

平成24年度賦課額（10a当たり）

第１区（横　越）

第２区（大江山）

第３区（亀　田）

第４区（両　川）

第５区（曽野木）

第６区（鳥屋野）

第７区（山　潟）

第８区（石　山）

第９区（大　形）

11,500

11,500

11,500

11,500

11,500

11,500

11,500

11,500

11,500

500

500

500

12,000

12,000

11,500

11,500

12,000

11,500

11,500

11,500

11,500

畑（10a）につ
い て は 定 款
第24条により
田の10 0 分の
25の額（共通
2,875円、各区
125円）

適  要 一般会計（円）
区　分 共　通　費 各　区　費

計（円） 備　　考 平成24年度　組 合 費

令書発行　　10　月　５　日

納　　期　　10　月　22　日

・現金納入の場合は 10月22日 までに納めて下さい。
・口座振替の場合は 10月22日 に引き落とされます。

■監事総選挙
役員（監事）の任期満了（平成 25 年１月 10 日） に伴う監事総選挙を実施します。
日程及び定数は、次のとおりです。

　日　　程

　定　　数

日　　程

被　選　挙　区 定　数

事　　項 付　　記

 平成24年12月７日㈮

平成24年12月14日㈮

平成24年12月21日㈮

平成24年12月27日㈭

平成24年12月28日㈮

平成25年１月11日㈮

第 一 被 選 挙 区 （横　越）

３　人

第 六 被 選 挙 区 （鳥屋野）

３　人

選挙投票・開票管理者及び
各立会人を決定

選挙広告

監事総選挙・当選広告・当選通知

当選辞退届〆切

当選確定広告

新監事就任

理事会

臨時総代会
（亀田郷土地改良区大ホール）

第 二 被 選 挙 区 （大江山）

第 七 被 選 挙 区 （山　潟）

第 三 被 選 挙 区 （亀　田）

第 八 被 選 挙 区 （石　山）

第 四 被 選 挙 区 （両　川）

第 九 被 選 挙 区 （大　形）

第 五 被 選 挙 区 （曽野木）
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　去る７月 31 日に土地改良区業務の効率的な運営を図るために分
区長研修会を開催しました。当日は 94 名の分区長が参加し、土地
改良区の概要や関連する業務、事業の取り組み、諸手続方法等に
ついて担当職員より説明を受けました。
　分区長には施設の管理、用水の調整をはじめ農地転用、他目的
使用、払い下げ処分などの土地改良区の業務を担っていただいて
おり、各工区、各分区と情報を共有しながら、土地改良区の運営
に努めて参ります。

　去る７月 17 日に各工区、自治会・コミュニティ協議会関係者、
関係機関が出席し、亀田郷環境整備連絡会・亀田郷地域用水対策
協議会の総会が開催されました。
　当日は、平成 22 年度の活動報告及び、平成 23 年度の活動報告
が承認されました。また環境用水の利活用について報告がありま
した。
　総会後には独立行政法人水資源機構中部支社長の勝山達郎氏よ
り「21 世紀にふさわしい水を核とした地域共生の姿を求めて」と
題した基調講演をいただき、講師の先生の幅広い経験を元に今後
の水利用のあり方と地域資源の活用に関して講演いただきました。

分　区　長　研　修　を　開　催

亀田郷環境整備連絡会・亀田郷地域用水対策協議会総会の開催
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～講師　勝山達郎氏～


